
茅ヶ崎市空家等対策計画に位置付けた個別施策の検討方針について
茅ヶ崎空家等対策計画　施策一覧表（H29.3） 検討・準備 実施

空家等対策計画第４章
具体的な施策

施策名 施策内容 関連施策※計画策定時 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度 H３３年度～ 関係課 H29進捗状況（上半期）

①空き家の発生予防の啓
発ちらし・パンフレットの配
布

・ちらし、パンフレットの作成、印刷、配布
　（配布先：自治会役員、民生委員児童委員、空き家所有者、高齢者
世帯等）

-

　 　

・市民自治推進課
・保健福祉課

・ちらし、パンフレット作成
中
（別紙１、別紙２参照）

②「住まいの相談窓口」に
おける関係機関・関係団体
との連携

・平成２９年１月２５日より実施中
　（相談事例の蓄積、運用状況に応じて適時見直しを行う）

住まいづくりアクションプラン
取組１－１
・「住まいの相談窓口」の開設

・相談窓口関係課
・協定団体（９団体）

・継続中
（７月末時点で相談４９件）

③関係団体と連携した空き
家相談会の実施

(1)住まいの相談窓口における協定団体の既存相談会から情報収集
を行う
(2)住まいの相談窓口における協定団体との連携方法について調整
する

- ・協定団体（９団体） ・4月に各団体にヒアリン
グを実施
（連携方法一部修正済
み）

④インターネット、ケーブル
テレビ等のツールを活用し
た施策の広報

・自治会、市民へ配布するためのパンフレットを市HPに掲載
・職員がケーブルテレビ・ラジオ出演等により周知

- ・秘書広報課 ・5月10日はまかぜ茅ヶ崎
（ラジオ）
・7月１日～7月10日ハー
モニアス茅ヶ崎（テレビ）

⑤地域への啓発活動（出
前相談会）の検討

(1)課題地域のワークショップ開催
(2)出前講座登録制度の活用

住まいづくりアクションプラン
取組５－９
・高齢社会での「住まい」のモデル事業
高齢者が地域で住み続けることができる
ための取り組みを、モデル地域で実施

・企画経営課
・市民自治推進課
・保健福祉課
・環境保全課
・建築指導課
・消防本部予防課

・出前講座制度を登録済
み
・課題地域の把握につい
て地域の実情を把握して
いる民生委員等にアン
ケート調査を実施済み

⑥高齢者一人ひとりへの
支援に向けた専門家等と
の連携の検討

・高齢福祉介護課アドバイザー制度との連携
　　　　　　（職員派遣、情報共有等）

住まいづくりアクションプラン
取組３－４
・高齢者など住まいのアドバイザー派遣

・高齢福祉介護課 ・高齢福祉介護課の新規
事業の実施状況について
情報提供を依頼中

⑦木造住宅耐震等改修補
助の実施（継続）

(1)制度継続を担当課へ要請
(2)空き家も対象した制度に拡充できないかの検討

- ・建築指導課 ・制度拡充について総合
計画次期実施計画に要望
済み、担当課へ要請中

⑧生活弱者支援住宅改修
費助成（バリアフリー）（継
続）

(1)制度継続を担当課へ要請
(2)耐震改修もあわせて周知できないかの検討

- ・高齢福祉介護課
・障害福祉課
・建築指導課

・制度拡充について担当
課へ要請中

①空き家の適切な管理の
啓発ちらし・パンフレットの
配布

・ちらし、パンフレットの作成、印刷、配布
　　　（配布先：自治会役員、民生委員児童委員、空き家所有者等）

-

　 　

・市民自治推進課
・保健福祉課

・ちらし、パンフレット作成
中
（別紙１、別紙２参照）

②納税通知書を活用した
全住宅所有者への空き家
の適切な管理のお願い

・資産税課と実施に向けた協議
・通知書に記載する内容の検討
・毎年継続的に記載し内容は逐次時点修正

- ・資産税課 ・制度拡充について総合
計画次期実施計画に要望
済み

③「住まいの相談窓口」に
おける関係機関・関係団体
との連携（再掲）

・平成２９年１月２５日より実施中
　　　（相談事例の蓄積、運用状況に応じて適時見直しを行う）

住まいづくりアクションプラン
取組１－１
・「住まいの相談窓口」の開設

・相談窓口関係課
・協定団体（９団体）

・4月に各団体にヒアリン
グを実施
（連携方法一部修正済
み）④地域（自治会等）での見

守り事例の紹介
・HPで事例収集
・実際の効果、耐震改修の有無、課題点等の調査
・情報提供　（情報提供先：自治会、民生委員児童委員）

- ・市民自治推進課
・保健福祉課

・空き家新聞作成中
（別紙３参照）

⑤法を活用した連携体制
による改善指導の実施

・改善指導実績を一部公表を検討。(公開できる範囲で)
・改善指導した案件について調査分析をしたうえで、今後につなげる。

- ・環境保全課
・建築指導課
・消防本部予防課

・第１回協議会で特定空
家等の指定、第２回協議
会で勧告予定

2　空家等の発生予防に関
する事項

３　空家等の適切な管理の
促進に関する事項

（１） 

作成・印刷・配布 

運用・適時制度見直し 

ＨＰ掲載、ケーブルテレビ等に出演 

（２） 
協議                 実施 

問い合わせ・情報収集 

運用・適時制度見直し 

協議 実施・時点修正 

作成・印刷・配布 

（１） 

（２） 
協議                 周知 

担当課へ要請 

（１） 

（２） 
協議    制度設計       運用 

担当課へ要請 

協議 連携 

（２） 
登録        出前講座周知・開催 

課題地域選定、ワークショップ開催 

事例収集・調査            情報提供 

一部公表検討        調査分析・改善 

（２

（２

（１） 

計画改定 資料２－２ 



空家等対策計画第４章
具体的な施策

施策名 施策内容 関連施策※計画策定時 H２９年度 H３０年度 H３１年度 H３２年度 H３３年度～ 関係課 H29進捗状況（上半期）

①「空き家活用等マッチン
グ制度」における関係団体
との連携

・平成２９年１月２５日より実施中
　　　（相談・登録事例の蓄積、運用状況に応じて適時見直しを行う）

- ・協定団体（２団体） ・実施中
（７月末時点で空き家利活
用希望者からの登録１件）

②リノベーション事例集の
作成

・HPで事例収集、個別事例問い合わせ
・実際の効果、耐震改修の有無、課題点等を調査し本市での実施の
可能性について検討
・情報提供　（情報提供先：自治会、民生委員児童委員、空き家所有
者、空き家活用等希望者等）

- ・NPO法人及び学識経験
者（大学教授）と空き家活
用事例の研究及びヒアリ
ング予定

③子育て世帯や若者の居
住促進を目的とした中古住
宅の活用

・必要に応じて所有者・移住希望者へのアンケート調査の実施
・必要に応じて協定団体及び不動産業者からの情報取得
・JTIの制度を活用・連携した子育て世帯や若者の居住促進の検討

住まいづくりアクションプラン
取組１７－３１
・住み替え支援方策の検討

・検討中

④まちづくりＮＰＯ等と連携
した地域の活動拠点、社
会福祉施設、子育て支援
施設等への利活用マッチ
ング

・平成２９年１月２５日より実施中
　　　（相談・登録事例の蓄積、運用状況に応じて適時見直しを行う）
・ＮＰＯ団体への制度周知、利活用想定施設の紹介

- ・協定団体（２団体）
・ＮＰＯ団体

・NPO法人及び学識経験
者（大学教授）と連携した
空き家利活用の検討を実
施

①「空き家活用等マッチン
グ制度」における関係団体
との連携（再掲）

・平成２９年１月２５日より実施中
　　　（相談・登録事例の蓄積、運用状況に応じて適時見直しを行う）

- ・協定団体（２団体） ・実施中
（７月末時点で空き家利活
用希望者からの登録１件）

②ポケットパーク・代替用
地等としての跡地の活用

③防災倉庫の設置場所と
しての検討

④跡地を活用した個別建
替えや共同建替えの誘導
策の検討

(1)基礎調査
・ケーススタディ、実施に当たっての庁内調整
・空き家アンケート結果より所有者へのアプローチ（アンケート実施）
・自治会等への問い合わせ（ニーズの把握）
・誘導策の検討
・HPで事例収集、個別事例問い合わせ
・実際の効果、課題点等の調査、実施の可能性について検討
(2)実施に向けた検討
・市補助メニュー及び予算措置の検討（第４次実施計画：Ｈ３０～）
・国の補助メニュー活用のエントリー（Ｈ３０～）

- ・庁内関係課 ・住まいの相談窓口及び
空き家活用等マッチング
制度より候補者の把握中

①助言・指導 ・実施に向けての詳細検討
　（必要に応じて空き家対策に係る庁内連携マニュアルの見直し）

-

②勧告（固定資産税等
の住宅用地特例の対象
から除外できる）

・実施に向けての詳細検討
　（必要に応じて空き家対策に係る庁内連携マニュアルの見直し）

-

③命令（行政代執行含む） ・実施に向けての詳細検討
　（必要に応じて空き家対策に係る庁内連携マニュアルの見直し）

-

①空家等対策計画の
見直し

・計画期間後の次期計画策定に向けて、準備を行う。 - 　 　 　

②（仮称）空き家条例策定
に向けての調査・研究

・平成29年2月23日付け市議会議員提言を受け、（仮称）空き家条例
策定に向けての調査・研究を行う。
空き家対策に関する政策提言＜別紙＞参照

-

４空家等及び除却した空
家等に係る跡地の利用の
促進に関する事項
（ア）空家等の利活用促進
に関する事項

・建築指導課
・環境保全課
・消防本部予防課
・安全対策課
・景観みどり課
・道路管理課
・資産税課
・収納課

(1)基礎調査
・ケーススタディ、実施に当たっての庁内調整
・空き家アンケート結果より所有者へのアプローチ（アンケート実施）
・自治会等への問い合わせ（ニーズの把握）
・誘導策の検討
・HPで事例収集、個別事例問い合わせ
・実際の効果、課題点等の調査、実施の可能性について検討
(2)実施に向けた検討
・市補助メニュー及び予算措置の検討（第４次実施計画：Ｈ３０～）
・国の補助メニュー活用のエントリー（Ｈ３０～）

- ・庁内関係課

４空家等及び除却した空
家等に係る跡地の利用の
促進に関する事項
（イ）除却した空家等に係る
跡地の利活用促進に向け
た事項

５（２）特定空家等の適用

・住まいの相談窓口及び
空き家活用等マッチング
制度より候補者の把握中

・第１回協議会で特定空
家等の指定、第２回協議
会で勧告予定

国の動向も把握した上
で、空き地対策も含めた
内容の検討

＜その他＞
１　空家等の調査に関する
事項
６　空家等に関する対策の
実施体制に関する事項
７　その他空家等に関する
対策の実施に関し必要な
事項

・建築指導課
・環境保全課
・消防本部予防課
・安全対策課
・景観みどり課
・道路管理課
・資産税課
・高齢福祉介護課

課題点 

の抽出            

空き家 

実態調査 

計画の 

見直し 

次期計画 

運用 

課題点の抽出 

法制部局との協議            
必要性 

の検証            
条例施行           

詳細検討・マニュアル見直し           

詳細検討・マニュアル見直し           

詳細検討・マニュアル見直し           

運用・適時制度見直し 

運用・適時制度見直し 

運用・適時制度見直し・制度周知 

アンケート・情報収集・居住促進の検討 制度構築 

事例収集・可能性の検討     情報提供 

庁内調整・アンケート・ニーズ把

握優先順位づけ・事例収集 

実施可能性の検討 

補助メニュー・予算措置の検討 

国の補助金エントリー         制度構築 

補助メニュー・予算措置の検討 

国の補助金エントリー         制度構築 

庁内調整・アンケート・ニーズ把

握誘導策の検討・事例収集 

実施可能性の検討 

（２） 

（１） 

（１） 

（２） 



別紙１









５ 空き家対策の啓発チラシの配布について 

 
茅ヶ崎市では、空き家発生予防の周知・啓発のため、チラシ「茅ヶ崎市における空き家問題と予防方法」と「あ

なたの空き家大丈夫ですか？」を作成しています。市役所内の各窓口などで配布予定です。 

本市における空き家の戸数などの実態をはじめ、空き家が引き起こす問題、そして、その予防のための取組み

や、相談窓口をご案内しています。是非、手に取り、お役立てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■チラシ内容 

１ 茅ヶ崎市の空き家の実体 

２ 空き家の何が問題か？ 

３ 空き家問題を生じさせないために 

※その他、茅ヶ崎市「住まいの相談窓口」の 

ご案内など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市の空き家対策便り 
2017.11月創刊号 

 

 

 

 

１ 茅ヶ崎市の空き家対策便りを創刊！！ 

この度、本市では空き家発生予防の啓発や、空き家の利活用の促進

を目的に「茅ヶ崎市の空き家対策便り」を創刊しました。 

本通信では、空家等に関するこれまでの本市・住民のみなさんの取

組をはじめ、住まいに関する悩み・相談内容に対して役立つ情報など

を、みなさまにお知らせしていきます。 
 

２ 茅ヶ崎市空家等対策計画とは？ 

本市では、市民の生命・身体及び財産を保護することにより、安全

に、かつ、安心して暮らすことのできる生活環境を確保するととも

に、空家等の活用を促進することにより、まちづくり活動の活性化を

図ることを目的として、平成 29 年４月に「茅ヶ崎市空家等対策計

画」を策定しました。 

本計画は、本市の空家等対策の基本的な方針や具体的な施策につい

てまとめたもので、本市の他の計画と連携しながら空家等の対策を進

めていくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

発行（問い合わせ先）：茅ヶ崎市 都市部 都市政策課 

〒２５３－８６８６ 

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

          Tel: ０４６７－８２－１１１１（内線２３４２) FAX:０４６７－５７－８３７７ 

E-mail: toshiseisaku@city.chigasaki.kanagawa.jp 

「茅ヶ崎市における空き家問題と予防方法」 

■発行 茅ヶ崎市 都市政策課 〒２５３－８６８６ 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

Tel:０４６７－８２－１１１１（内線２３４２)  FAX:０４６７－５７－８３７７ 

E-mail:toshiseisaku@city.chigasaki.kanagawa.jp 

創刊号の内容 

１ 茅ヶ崎市の空き家対策便

りを創刊!! 

２ 茅ヶ崎市空家等対策計画 

とは？ 

３ 地域での空き家の見守り 

事例のご紹介 

４ 空き家に関するアンケー 

ト調査を実施しました！ 

５ 空き家対策の啓発チラシ

の配布について 

空き家の何が問題なの？ 

 本市では、人口減少に伴う

住宅の余剰、高齢化の進展に

よる相続の発生や施設入所者

の増加等により、今後、空家

等のさらなる増加が予測され

ています。 

空家等が適切に管理されな

いと、老朽化による倒壊、治

安・景観の悪化、放火による

火災など、多くの問題を引き

起こすことが懸念されてい

て、その対策は急務です。 
 

※本紙の「空き家」「空家等」

の定義は以下のとおりです。 

空き家：居住その他の使用が

なされていない建築物」 

空家等：空家等対策の推進に

関する特別措置法第 2 条各項

に基づく表現で、「建築物又は

これに附属する工作物であっ

て居住その他の使用がなされ

ていないことが状態であるも

の及びその敷地」 

茅ヶ崎市空家等対策計画 

空き家の活用例（イメージ） 

＜地域のコミュニティスペース＞ 

本市の平成25年

時点での空き家数

と空き家率は、そ

れぞれ12,820戸、

12.1％で、平成15

年時点と比較して

増加傾向にありま

す。 

１ ４ 
（出典）茅ヶ崎市空家等対策計画 

「あなたの空き家大丈夫ですか？」 

■チラシ内容 

１ 「空き家」放置していませんか？ 

２ 空き家はあなたの資産を減らす？ 

３ 管理しよう 
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３ 地域での空き家等の見守り事例のご紹介 

～室田地区で空き家問題への取組が始まっています～ 

 

地域の空き家が増えていることを気がかりに思い、その対策に取組む活

動が室田地区で行われています。 

地域の有志の方が、自治会に趣旨を理解してもらい実施した事例です。 

地域の地図を基に、空き家と思われる住宅について、各組長にアンケー

ト調査を実施し、個別に電話で聞き取りをされました。そこから、住宅の

現在の使用状況と、今後の使用意向を把握し、表１や図１などのような空

き家問題への、対応・対策を考えるための資料を作成されました。 

 

     ◇調査を行った方へのインタビュー内容 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１）聞き取り調査結果のまとめ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

４ 空き家に関するアンケート調査を実施しました！ 

調査の目的 

本市では、今後 10 年間の人口・世帯の減少期を見すえ、住民一人ひとりの快適な住環境

の形成の実現に向けた様々な施策に取組んでいます。 

その取組の一環で、市民から日々寄せられる住まい・住まい方に関する相談内容を把握す

ることを目的に、関係団体のみなさまを対象としたアンケート調査を実施しました。 

今回は、そのうち、空き家に関する調査結果について紹介します。 

 
 
調査にご協力いただいた団体 

区分 
調査票 

配布時期 
調査票 

回収時期 
配布数 
（人） 

有効 
回答数 
（人） 

有効 
回答率
（％） 

民生委員児童委員 8 月上旬 9 月上旬 316 177 56.0 

 
 
調査結果 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

良好 草木繁茂 破損 ゴミ散乱 その他 無回答
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全体【229】

茅ヶ崎地区【27】

茅ヶ崎南地区【8】

海岸地区【34】

南湖地区【24】

湘南地区【7】

鶴嶺東地区【12】

鶴嶺西地区【13】

松林地区【13】

小和田地区【10】

松浪地区【25】

浜須賀地区【24】

湘北地区【18】

小出地区【14】

相続 入院 移住・施設入所 その他 無回答

Q1 自治会にはどのように調査の承諾を得たのでし
ょうか。 

A1 自治会長と副会長に事前に調査実施の旨をお伝
えして、承諾をいただいて進めました。 

 
Q2 調査を実施するにあたり、苦労した点について

教えてください。 
A2  空き家の所有者にとってデリケートな問題であ

るため、現状及び意向の確認をすることに苦労
しました。 

空 … 管理されている空き家／利活用可能な空き家／管理されている借家の空き家 

空 … 手入れをすれば売買、利活用が可能な空き家 

空 … 外観的にみて早急に対応が必要な空き家／動物等のすみ家となっている空き家 

 

空き家（イメージ） 

図１）空き家地図 

（イメージ） 

※トラブルになっている

空き家の課題解決や、

空き家の活用など、表

１と合わせて見て、

色々な取組みに活用で

きそうです。 

※地図・名前は実態とは

関係ありません。 

◆アンケート調査票◆ 

２ 

地区番号 
空き家 

レベル 
住所 状況 

①  室田〇－〇－△ 借家 4 軒中 3 軒が空き家 

②  室田〇－〇－× 2 世帯アパート。半年前から空き家 

③  室田△－△－× 
〇〇さん宅。4 年以上空き家。 

 鳥の巣あり。居住不可。 

④  室田×－〇－△ 
高齢の奥さんと息子さんが数か月に

一度清掃。 

・ 

・ 
   

 

空 

空 

空 

空 

※【】内は空き家件数 

空き家の状態 空き家になった経緯 

３ 

◇空き家になった経緯◇ 

●全市では、空き家になった経緯は「移住・施

設入所」が約 40％で最も多い。 

●地区別では、湘南、小和田、松浪、小出の

各地区で「移住・施設入所」が 50％以上

となっているほか、茅ヶ崎南では相続が

50％以上と多くなっている。 

◇空き家の状態◇ 

●全市では「良好」が半数弱で最も多く、松浪

や小出では 70～80％を占める。 

●茅ヶ崎、南湖、鶴嶺東、湘北の各地区では「雑

草繁茂」が 30～50％と多く、問題のある空

き家も少なくない。 

本市では、今回のアンケート調査の結果をふまえて、空き家対策の推進を図っていきた

いと考えています。 

空き家総数＝229軒 
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